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厚
生
労
働
省
が
一
一
月
七
日
に
公
表
し
た
、

「
〇
七
年
就
業
形
態
の
多
様
化
に
関
す
る
総

合
実
態
調
査
結
果
」
で
、
前
回
調
査
（
〇
三

年
）
か
ら
こ
の
間
、
引
き
続
き
就
業
形
態
の

多
様
化
が
進
展
し
た
状
況
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
た
。
調
査
は
就
業
形
態
の
多
様
化
の
実

態
把
握
に
向
け
、
同
省
が
四
年
置
き
に
実
施

し
て
い
る
も
の
。
常
用
労
働
者
を
五
人
以
上

雇
用
し
て
い
る
民
営
事
業
所
か
ら
抽
出
し
た

約
一
万
六
〇
〇
〇
社
と
そ
こ
に
雇
用
さ
れ
て

い
る
労
働
者
を
対
象
に
、
事
業
所
調
査
と
個

人
調
査
で
構
成
。
今
回
は
昨
年
一
〇
月
時
点

で
調
査
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
万
七
九
一
社
（
有

効
回
答
率
六
九
・
〇
％
）、
二
万
八
七
八
三

人
（
同
五
一
・
二
％
）
の
有
効
回
答
を
ま
と

め
た
。

事
業
所
調
査

正
社
員
以
外
比
率
の
上
昇
速
度
は

三
年
前
と
比
べ
緩
や
か
に

そ
れ
に
よ
る
と
、「
正
社
員
が
い
る
事
業

所
」
の
割
合
は
、
前
回
比
一
・
九
ポ
イ
ン
ト

減
の
九
四
・
四
％
。「
正
社
員
の
み
の
事
業
所
」

割
合
の
減
少
（
前
回
よ
り
一
・
九
ポ
イ
ン
ト

減
の
二
二
・
八
％
）が
影
響
し
た
。
一
方
、「
正

社
員
と
正
社
員
以
外
の
労
働
者
の
両
方
が
い

る
事
業
所
」
は
横
ば
い
の
七
一
・
六
％
で
、

こ
れ
に｢

正
社
員
以
外
の
み
の
（
＝
正
社
員

が
い
な
い
）
事
業
所
」（
同
一
・
九
ポ
イ
ン
ト

増
の
五
・
六
％
）
を
合
わ
せ
る
と
、「
正
社
員

以
外
の
労
働
者
が
い
る
事
業
所
」
の
割
合
は

七
七
・
二
％
と
全
体
の
八
割
に
の
ぼ
る
。

「
正
社
員
以
外
の
労
働
者
が
い
る
事
業

所
」
を
就
業
形
態
別
に
み
る
と
、「
パ
ー
ト
労

働
者
」
が
い
る
割
合
が
引
き
続
き
も
っ
と
も

高
く
、
前
回
比
一
・
三
ポ
イ
ン
ト
増
の
五
九
・

〇
％
と
六
割
を
占
め
る
。
次
い
で
、「
そ
の

他
」（
フ
ル
タ
イ
ム
パ
ー
ト
）
が
二
・
一
ポ
イ

ン
ト
増
の
一
三
・
九
％
、「
嘱
託
社
員
」
が
一
・

六
ポ
イ
ン
ト
増
の
一
二
・
九
％
、「
派
遣
労
働

者
」
が
四
ポ
イ
ン
ト
増
の
一
一
・
六
％
、「
契

約
社
員
」
が
〇
・
六
ポ
イ
ン
ト
増
の
一
〇
・

九
％
、「
出
向
社
員
」
が
一
・
三
ポ
イ
ン
ト
減

の
五
・
一
％
、「
臨
時
的
雇
用
者
」
が
〇
・
三

ポ
イ
ン
ト
減
の
二
・
三
％―

―

と
な
っ
て
い

る
。「

正
社
員
以
外
の
労
働
者
」
比
率
の
三
年

前（
〇
四
年
）と
比
べ
た
変
化
を
み
る
と
、「
比

率
が
上
昇
し
た
」事
業
所
割
合
は
一
三
・
六
％

（
前
回
調
査
一
九
・
一
％
）な
の
に
対
し
、「
比

率
が
減
少
し
た
」は
九
・
八
％（
同
八
・
九
％
）

で
、「
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
」が
七
四
・
四
％

（
同
六
九
・
二
％
）―

―

と
な
っ
て
い
る
。

依
然
と
し
て
「
正
社
員
以
外
の
労
働
者
」
比

率
が
「
上
昇
」
し
た
事
業
所
が
、「
減
少
」
を

上
回
っ
て
い
る
も
の
の
、
就
業
形
態
の
多
様

化
の
ス
ピ
ー
ド
は
緩
や
か
に
な
っ
て
い
る
様

子
が
窺
え
る
。

「
正
社
員
以
外
の
労
働
者
」
比
率
が
三
年

前
に
比
べ
上
昇
し
た
事
業
所
で
、
ど
の
よ
う

な
就
業
形
態
の
割
合
が
増
え
た
か
を
み
る
と
、

「
パ
ー
ト
労
働
者
」
が
前
回
比
八
・
二
ポ
イ

ン
ト
減
少
し
た
も
の
の
五
六
・
二
％
と
も
っ

と
も
多
く
、
次
い
で
「
派
遣
労
働
者
」
が
同

五
ポ
イ
ン
ト
増
の
一
八
・
三
％
、「
嘱
託
社
員
」

が
同
五
・
四
ポ
イ
ン
ト
増
の
一
五
・
一
％
、「
契

約
社
員
」が
同
一
ポ
イ
ン
ト
増
の
一
四
・
一
％

―
―

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

男
性
で
進
ん
だ
派
遣
化
等
に
よ
り

二
・
六
人
に
一
人
が
正
社
員
以
外
へ

一
方
、
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働

ト
ピ
ッ
ク
ス

就
業
形
態

2

多
様
化
が
引
き
続
き
進
展―

―

厚
労
省
調
査
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者
割
合
を
就
業
形
態
別
に
み
る
と
、「
正
社

員
」
は
前
回
比
三
・
二
ポ
イ
ン
ト
減
の
六
二
・

二
％
、「
正
社
員
以
外
の
労
働
者
」
が
そ
の
分

増
え
三
七
・
八
％
と
な
り
、
二
・
六
人
に
一

人
が「
正
社
員
以
外
」と
な
っ
た
計
算
だ
。「
正

社
員
以
外
の
労
働
者
」
の
内
訳
は
、「
パ
ー
ト

労
働
者
」
が
二
二
・
五
％
（
前
回
調
査
二
三
・

〇
％
）
と
も
っ
と
も
多
く
、
次
い
で
「
派
遣

労
働
者
」
が
前
回
比
二
・
七
ポ
イ
ン
ト
増
の

四
・
七
％
、「
そ
の
他
」
が
〇
・
九
ポ
イ
ン
ト

増
の
四
・
三
％
、「
契
約
社
員
」
が
〇
・
五
ポ

イ
ン
ト
増
の
二
・
八
％
、「
嘱
託
社
員
」
が
〇
・

四
ポ
イ
ン
ト
増
の
一
・
八
％
、「
出
向
社
員
」

が
〇
・
三
ポ
イ
ン
ト
減
の
一
・
二
％
、「
臨
時

的
雇
用
者
」
が
〇
・
二
ポ
イ
ン
ト
減
の
〇
・

六
％―

―

と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
性
別
で
み
る
と
、「
正
社
員
」は「
男

性
」
で
同
〇
・
七
ポ
イ
ン
ト
低
下
の
七
一
・

六
％
と
な
っ
た
の
に
対
し
、「
女
性
」
が
そ
の

分
上
昇
し
て
二
八
・
四
％
。
一
方
、「
正
社
員

以
外
の
労
働
者
」
に
つ
い
て
は
、「
男
性
」
が

二
・
九
ポ
イ
ン
ト
上
昇
の
三
七
・
二
％
に
対

し
、「
女
性
」
が
そ
の
分
低
下
の
六
二
・
八
％
。

こ
れ
を
就
業
形
態
別
に
み
る
と
、「
正
社
員
以

外
」
の
「
男
性
」
で
急
増
し
た
の
は
「
派
遣

労
働
者
」（
前
回
比
一
九
・
七
ポ
イ
ン
ト
増
の

四
八
・
六
％
）
で
、
前
回
調
査
（
〇
三
年
）

か
ら
こ
の
間
、
製
造
業
務
へ
の
派
遣
解
禁
等

（
派
遣
法
改
正
に
よ
り
〇
四
年
施
行
）
を
経

て
、
男
性
で
も
急
速
に
就
業
形
態
の
多
様
化

が
進
展
し
た
様
子
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い

る
。「

正
社
員
以
外
の
労
働
者
」
が
い
る
事
業

所
に
そ
の
活
用
理
由
を
聞
く
と（
複
数
回
答
）、

引
き
続
き
「
賃
金
節
約
の
た
め
」
が
も
っ
と

も
多
く
四
割
（
四
〇
・
八
％
）
を
占
め
る
も

の
の
、
前
回
調
査
（
五
一
・
七
％
）
に
比
べ

る
と
一
〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
低
下
し
た
。
こ
れ

に
続
き
、
多
い
順
に
「
一
日
、
週
の
中
の
仕

事
の
繁
閑
に
対
応
す
る
た
め
」が
三
一
・
八
％

（
同
二
八
・
〇
％
）、「
即
戦
力
・
能
力
の
あ

る
人
材
を
確
保
す
る
た
め
」
が
二
五
・
九
％

（
同
二
六
・
三
％
）、「
専
門
的
業
務
に
対
応

す
る
た
め
」
が
二
四
・
三
％
（
同
二
三
・
一
％
）、

「
正
社
員
を
確
保
で
き
な
い
た
め
」が
二
二
・

〇
％
（
同
二
〇
・
一
％
）、「
景
気
変
動
に
応

じ
て
雇
用
量
を
調
節
す
る
た
め
」
が
二
一
・

一
％
（
同
二
六
・
五
％
）―

―

な
ど
と
な
っ

て
い
る
（
図
参
照
）。

こ
う
し
た
変
化
が
み
ら
れ
る
背
景
に
つ
い

て
、
大
臣
官
房
統
計
情
報
部
雇
用
統
計
課
は

「
有
効
求
人
倍
率
が
一
倍
を
下
回
っ
て
い
た

当
時
（
前
回
）
の
情
勢
と
は
異
な
り
、
今
回

は
有
効
求
人
倍
率
も
一
倍
を
上
回
る
中
で
行

わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
賃
金
や
労
務
コ
ス
ト
の

節
約
、
景
気
に
応
じ
た
雇
用
量
調
節
と
い
っ

た
消
極
的
な
理
由
が
減
り
、
む
し
ろ
繁
閑
対

応
や
正
社
員
が
確
保
で
き
な
い
、
高
齢
者
の

再
雇
用
対
策
な
ど
と
い
っ
た
理
由
が
増
え
た

の
で
は
な
い
か
」
と
み
て
い
る
。

「
正
社
員
以
外
の
労
働
者
」
の
活
用
理
由

を
就
業
形
態
別
に
み
る
と
、「
契
約
社
員
」
は

「
専
門
的
業
務
に
対
応
す
る
た
め
」が
四
三
・

六
％
（
前
回
調
査
四
四
・
九
％
）
と
も
っ
と

も
多
く
、
次
い
で
「
即
戦
力
・
能
力
の
あ
る

人
材
を
確
保
す
る
た
め
」
が
三
八
・
三
％
（
同

三
七
・
九
％
）、「
賃
金
の
節
約
の
た
め
」
が

二
八
・
三
％
（
同
三
〇
・
三
％
）―

―

の
順
。

「
派
遣
労
働
者
」
で
も
、
引
き
続
き
「
即
戦

力
・
能
力
の
あ
る
人
材
を
確
保
す
る
た
め
」

が
三
五
・
二
％
（
同
三
九
・
六
％
）
と
も
っ

と
も
多
い
も
の
の
、
次
い
で
「
正
社
員
を
確

保
で
き
な
い
た
め
」
が
前
回
よ
り
大
き
く
上

昇
し
て
九
・
一
ポ
イ
ン
ト
増
の
二
六
・
〇
％
、

「
景
気
変
動
に
応
じ
て
雇
用
量
を
調
節
す
る

た
め
」
が
二
五
・
七
％
（
二
六
・
四
％
）―

―

の
順
。「
パ
ー
ト
労
働
者
」
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
「
賃
金
の
節
約
の
た
め
」
が
も
っ

と
も
多
い
が
一
三
・
九
ポ
イ
ン
ト
と
大
き
く

低
下
し
て
四
一
・
一
％
、
次
い
で
「
一
日
、

週
の
中
の
仕
事
の
繁
閑
に
対
応
す
る
た
め
」

が
三
七
・
二
％
（
三
五
・
〇
％
）、「
長
い
営

業(

操
業)

時
間
に
対
応
す
る
た
め
」
が
二

一
・
七
％(

二
〇
・
四
％)―

―

な
ど
の
順

に
な
っ
て
い
る
。

「
正
社
員
以
外
の
労
働
者
」
の
今
後
の
活

用
見
込
み
に
つ
い
て
は
、「
正
社
員
以
外
の
労

働
者
」
比
率
が
「
上
昇
す
る
」
と
思
う
事
業

所
割
合
は
前
回
比
七
・
二
ポ
イ
ン
ト
減
の
一

二
・
六
％
に
対
し
、「
減
少
す
る
」
は
〇
・
八

ポ
イ
ン
ト
増
の
四
・
四
％
で
、「
ほ
と
ん
ど
変

わ
ら
な
い
」が
七
ポ
イ
ン
ト
増
の
六
一
・
八
％

―
―

と
な
っ
た
。
引
き
続
き
、「
上
昇
」が「
減

少
」
を
上
回
る
も
の
の
、
就
業
形
態
の
多
様

化
速
度
は
落
ち
着
き
つ
つ
あ
る
様
子
が
見
て

取
れ
る
。

さ
ら
に
今
後
、「
正
社
員
以
外
の
労
働
者
」

比
率
が
「
上
昇
」
す
る
と
思
う
事
業
所
に
対

し
、
増
え
る
で
あ
ろ
う
就
業
形
態
を
聞
く
と
、

「
パ
ー
ト
労
働
者
」
が
六
九
・
七
％
（
前
回

調
査
七
一
・
二
％
）、「
嘱
託
社
員
」
が
二
一
・

二
％
（
同
一
三
・
〇
％
）、「
派
遣
労
働
者
」

が
一
九
・
五
％
（
同
一
六
・
六
％
）―

―

な

ど
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
嘱
託

社
員
の
上
昇
幅
（
八
・
二
ポ
イ
ン
ト
）
は
若

干
大
き
く
、
団
塊
世
代
の
退
職
開
始
に
伴
う

影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

個
人
調
査

派
遣
の
四
割
、
契
約
で
二
割
が

正
社
員
と
し
て
働
け
な
か
っ
た
と
回
答

次
に
、
こ
う
し
た
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る

労
働
者
に
対
す
る
個
人
調
査
結
果
を
み
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
就
業
形
態
ご
と
の
職
種
別

割
合
は
、
正
社
員
で
は
「
事
務
的
な
仕
事
」

が
前
回
比
九
・
三
ポ
イ
ン
ト
減
の
三
五
・
四
％

と
も
っ
と
も
多
く
、
次
い
で
「
専
門
的
・
技

術
的
な
仕
事
」
が
六
ポ
イ
ン
ト
増
の
一
九
・

四
％
、「
管
理
的
な
仕
事
」
が
四
・
四
ポ
イ
ン

ト
増
の
一
九
・
一
％―

―

の
順
。
こ
れ
に
対

し
、「
正
社
員
以
外
の
労
働
者
」
で
も
、「
事
務

的
な
仕
事
」
が
も
っ
と
も
多
く
前
回
比
〇
・

六
ポ
イ
ン
ト
増
の
二
六
・
一
％
、
次
い
で

「
サ
ー
ビ
ス
の
仕
事
」
が
三
・
二
ポ
イ
ン
ト

減
の
二
〇
・
八
％
、「
生
産
工
程
・
労
務
の
仕

事
」
が
一
・
一
ポ
イ
ン
ト
増
の
一
八
・
一
％

―
―

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

正
社
員
・
出
向
社
員
以
外
の
労
働
者
に
対

し
、
現
在
の
就
業
形
態
を
選
ん
だ
理
由
（
複

数
回
答
）
を
聞
く
と
、「
自
分
の
都
合
の
よ
い

時
間
に
働
け
る
か
ら
」が
四
二
・
〇
％
で
も
っ

と
も
多
く
、
次
い
で
「
家
計
の
補
助
、
学
費

等
を
得
た
い
か
ら
」
が
三
四
・
八
％
、「
家
庭

の
事
情
（
家
事
・
育
児
・
介
護
等
）
や
他
の

活
動
（
趣
味
・
学
習
等
）
と
両
立
し
や
す
い

か
ら
」
が
二
五
・
三
％―

―

な
ど
と
続
く
。

一
方
、「
正
社
員
と
し
て
働
け
る
会
社
が
な

か
っ
た
か
ら
」
と
答
え
た
割
合
を
み
る
と
、

全
体
で
は
一
八
・
九
％
に
と
ど
ま
る
も
の
の
、

就
業
形
態
別
で
は「
派
遣
労
働
者
」で
三
七
・

三
％
と
四
割
、「
契
約
社
員
」で
は
三
一
・
五
％

と
三
割
を
占
め
、「
パ
ー
ト
労
働
者
」で
一
二
・

二
％―

―

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
年
齢
別
に

は
と
り
わ
け
二
五
〜
二
九
歳（
三
三
・
八
％
）

で
こ
の
割
合
が
高
い
。

（
調
査
・
解
析
部
）




